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北海道大学大学院教育学研究院�
紀要　第１０２号　２００７年６月�

北海道大学大学院教育学研究科博士後期課程�＊�

【要旨】本論では米国大都市学区の教育改革事例の検討から，教育政策レベルと実践レベルの

双方において，教師が教育の質的保障における鍵的主体に位置づくことの意義を明らかにする。

はじめに，近年のアカウンタビリティ政策を巡る米国研究動向から，特に教育の質的保障を巡

る理論研究としてスピラーンの分散型リーダーシップとエルモアの相補的アカウンタビリティ

に注目し分析フレームを確立させる。次にシカゴ学区とボストン学区の教育改革事例の検討から，

学区レベルおよび学校レベルにおいて学校改善計画づくりの中心に教師のリーダーシップが積

極的に位置づけられている実態を明らかにする。またそれらの分析によって，教育の政策と実

践を相補的に結合させる教師のリーダーシップの意義を導出し，その結果，自律的な教育改革

を可能にする教育行政の新たなガバメント像について追究を試みる。�

【キーワード】アメリカ大都市学区，教師，アカウンタビリティ，分散型リーダーシップ，学

校改善計画�
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Takeshi SHINOHARA

米国大都市学区教育改革における教師の位置�
―分散型リーダーシップと相補的アカウンタビリティのフレームより―�

篠　原　岳　司＊�

�
１．研究目的と課題設定�

　現代の教育改革で注目される動向の１つが教育のアカウンタビリティ保障である。アカウ

ンタビリティとは，「組織や個人が自らの遂行業務の目標をどれだけ効率的に達成できたか

どうかを対外的に立証する責任」（『新版教育小事典』第２版，学陽書房，２００２年，小川正

人執筆）である。この言葉の起こりは１９６０年代の米国にあるとされる。当時の市民や親たち

は，税金によって負担された教育費に見合う教育の質が保障され実現されているかを疑い，

教育専門職たちにその政策と実践の責任を問うた。それ以降，この言葉は教育の質的保障の

追求における教育専門職の説明責任を表す用語として定着している。�

　その後の米国では，１９８０年代の「危機に立つ国家（Ａ Ｎａｔｉｏｎ Ａｔ Ｒｉｓｋ）」報告以来，学力

達成の向上を求める声がアカウンタビリティ政策へと積極的に取り込まれている。州や学区

は標準カリキュラムの策定と一斉学力テストの実施によって，各学校への学力達成度の評価

政策を進めている。連邦政府もまた２００２年にＮＣＬＢ法（Ｎｏ Ｃｈｉｌｄ Ｌｅｆｔ Ｂｅｈｉｎｄ Ａｃｔ）を策定
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し，標準学力テストの成績に基づく学校への財政的優遇と権力的介入という飴と鞭の教育評

価政策を行っている。これらの連邦，州，学区レベルにおける政策は，標準の学力達成目標

を各学校がどれだけ達成できたかを検証する，成果に基づく教育のアカウンタビリティ政策

として知られている。�

　しかし近年では，このような外的なアカウンタビリティ政策を批判的に捉える議論も多い。

その代表が，教師の教育実践の自律的改善活動を中心に据える内的アカウンタビリティ（ｉｎｔ

ｅｒｎａｌ ａｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙ）保障の議論である（Ａｄａｍｓ ＆ Ｋｉｒｓｔ１９９９，Ｅｌｍｏｒｅ２００５）。この議

論は，教育行政が主導する教育改善のイニシアチブが，学校現場における実践の改善へと繋

がらず，教育行政の政策的意図が現場における実践課題を充分に反映しきれていないことに

由来している。さらに，現場の教育実践課題を考慮しない教育政策は，教育専門職である教

師の職能向上の機会を阻害し，自律的な教育改善を目指す時間も能力も奪うことが指摘され

ている。�

　そしてこの議論をさらに展開させるのがエルモア（Ｒ． Ｅｌｍｏｒｅ）である。エルモアは，教育

行政の外的アカウンタビリティ（ｅｘｔｅｒｎａｌ ａｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙ）政策には，教育現場の内的アカ

ウンタビリティが機能すべく，何を，どのように支援できるかを理解することが重要だとし，

政策レベルと現場レベルを結ぶ相補的アカウンタビリティの概念を提唱する（Ｅｌｍｏｒｅ２００４）。

また，実践者を中心とするアカウンタビリティ保障においては，学区および学校レベルにお

ける新たな教育専門職リーダーシップの議論が展開している。その課題に関わり，相補的ア

カウンタビリティを充実させるアプローチとして注目されるのが，スピラーンの分散型リー

ダーシップ（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ）論である（Ｓｐｉｌｌａｎｅ２００４，２００６）。�

　このように現在の米国にて問われるのは，真の学力達成と教育の質的保障を目指し，内的，

外的アカウンタビリティの調和的実現の方策を探究することである。そして，そこで注目さ

れる概念が相補的アカウンタビリティと分散型リーダーシップである。そこで本論文では，

この新たな概念を分析枠組みとし，米国のシカゴ学区とボストン学区の教育改革事例を検討

する。その結果，事例から導出される教育改革における教師の位置づけについて明らかにし，

今後の自律的な教育改革を可能にする教育行政の新たなガバメント像について論じていく。�

�
�

２． 分析フレーム―分散型リーダーシップと相補的アカウンタビリティ�

２－１　スピラーンの分散型リーダーシップ論の意義
�

　米国におけるリーダーシップ研究では，教育実践の改善にむけて状況や諸アクターのリー

ダーシップが特に重要な要素とされている。そしてその議論において決定的に重要なのは，

学校や教育統治の場面において，どのような形でリーダーシップ実践が位置づけられるかと

いう点である。しかしながら，学校のリーダーシップ実践における“ｈｏｗ”の問いについては，

これまでの研究において詳細な分析がされていなかった。なぜならそのメカニズムを明らか

にするための枠組みが理論的に未開拓であったためである。�

　分散型リーダーシップ（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ）は，以上の理論的課題を省みて，ノース

ウエスタン大のスピラーン（Ｊ． Ｓｐｉｌｌａｎｅ）や，ハーバード大のエルモアらが提唱した教育の

リーダーシップ概念である。この概念は，認知科学分野における活動理論や分散認知，ある

いは状況論などの知見から理論的土台が形成されている。そこでは，学校や教育統治組織の
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リーダーシップは「実践」を覆うように分散しており，「実践」はリーダーとフォロアー，

そしてそれらの状況（ｔｈｅｉｒ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ， ａｒｔｉｆａｃｔｓ）の相互作用によって構成されると定義され

る。ここでは，スピラーンの分散型リーダーシップ概念の特徴を整理する。�

　まずスピラーンは，この概念によって，従来の個人の役割論や能力論を超えた実践的なリ

ーダーシップ研究の可能性を拓き，リーダーシップ「実践」の実証研究を行う理論枠組みの

提供を行っている。特に「学校」という単位を分析レベルに設定することで，個人レベルや

小グループレベルを見るだけでは明らかにできない，社会文化的に分散された実践のメカニ

ズムに迫ることができるとされる。�

　また分散型リーダーシップ概念は，リーダーシップ「実践」のメカニズム分析のためのメタ・

レンズとされる。なぜなら，学校内のアクターと状況との相互作用に注目することで，「実践」

を構成する多様な変数に即した議論を組み立てることができるからである。それは研究者に

とってのみ有効なものではなく，実践者にとっても自らの仕事を振り返り確認する診断ツー

ルとして受容されやすいだろう。その意味で，研究者と実践者双方にとっての分析ツールと

して有効性が認められる。�

　そして，本論文の目的と照らし最も強調されるべき特徴が，学校レベルおよび学区レベル

の教育の質的改善とアカウンタビリティ保障において，教育実践者である教師を重要な主体

として積極的に位置づける点である。授業実践や生活指導等を通じ最も子どもたちに近い場

所で日常業務をこなしているのは教師である。教育専門職として教授技術や教科専門性，子

どもの発達に関する専門知識を有する教師は，この概念において，教育改善を目的とするリ

ーダーシップ「実践」の重要なアクターに位置づけられる。�

　以上の点より，分散型リーダーシップ概念は，従来の校長や個別の教師を対象とするリー

ダーシップ論の限界を乗り越える枠組みを示している。特にスピラーンは，分析対象を「実践」

と定め，「実践」を複数のアクターと状況の相互作用で構成されるものと見なすことにより，

教育改革実践における教育専門職の位置づけに光を当てた理論枠組みを構築するのである。

このスピラーンによる「実践」メカニズムに迫る理論的探究についての考察は別稿１にゆずり，

本論文では教育改革の文脈においてこの概念が強調する教師の位置づけに関し，エルモアの

議論を重ねることで詳細に迫りたい。�

�

２－２　エルモアの分散型リーダーシップ論と相補的アカウンタビリティ
�

２－２－１　教育のアカウンタビリティ保障の理論課題とエルモアの議論�

　エルモアは，学校教育の管理運営システムに蔓延するあらゆる構造的な問題を教育のリー

ダーシップの観点から問い直す必要があると考えている。特に教育現場の改善に効果のある

教育政策を打ち出すために，現状の教育行政システムの組織改革および，政策立案者と教育

実践者との関係性の再構築が課題として認識されている（Ｅｌｍｏｒｅ２００４，２００５）。�

　こうした議論の背景には，教育政策が制度的，政治的機能に加えて「教育的」機能に関し

熟慮されるべきとの問題意識がある。政策が「教育的」であるためには政策決定や運用の中

に教育専門職を中心に据えたプロセスが求められるが，時に政策決定者は教師の要求を聞く

機会をほとんど持とうとせず，教師の知識や経験から政策を改定していく意思を持とうとし

ない。またエルモアは，州や学区レベルの教育政策が多元的な政治状況に左右されると，各

地の教育政策の実効性もまた疑わしくなると捉えている。なるほど，教育政策が一貫性や安
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定性を帯びず絶えず変容していては，その「教育的」機能が実効力を発揮し，教育現場を現

実に改善させる環境をつくりだせるとは考え難い。そのためエルモアは，分散型リーダーシ

ップ概念が政策決定者と実践者レベルとの相互作用システム作りに有効と考え，教育のアカ

ウンタビリティ論に応用を試みている。�

　以下，エルモアの理論における５つの原理（Ｅｌｍｏｒｅ２００４， ｐｐ．６６－６８）を確認しておく。�

�

�

①リーダーシップの目的は教育実践の改善と成果の向上にある。�

　リーダーシップの目的は教育実践と成果の改善であり，そのために必要とされる知

識や技術は，実践者に期待を込め学習・研修の環境を構築してこそ生まれる。�

②教育実践の改善は継続的な「学習（ｌｅａｒｎｉｎｇ）」を求める。�

　「学習」は個別的かつ社会的行為である。ここでは集合的な「学習」によって，より

良い教育実践のための新たな知識獲得が可能な環境整備が重要で，リーダーシップ実践

は，そうした「学習」環境を作り出すものでなければならない。個人が個別的かつ集

団的にアイデアを実践し，同僚のチェックや監視を相互に受け入れ集団的に実践概念

が共有される環境こそ，教育実践の改善のために必要とされる。�

③「学習」はモデル化が求められる。�

　リーダーは価値目標を代表して行為や理念をモデル化し，全体を導くことが重要とさ

れる。特に「学習」は，個別的にも集合的にもリーダーの責任において実施されるだけ

に，リーダー自身がメンバーに期待する「学習」をモデル化して示すことが要請される。�

④リーダーシップの役割や活動は，「学習」や学校改善のために必要な専門的知識から

生じるのであり，特定の機関・部門からの指令によって起こるものではない。�

　政治的・制度的枠組みにおいて教育改善が目的化される時，多種多様なアクターが様々

な機能を果たして複雑な協調関係を築くことが重要とされる。このためには，各アク

ターの高度な専門性，専門的知識・技量の差異を相互に認め合い，総体として「学習」

の質を向上させることが鍵となる。実践現場が公的な行政的，制度的権限にリーダー

シップを頼っては，教育改善の実践は実を結ばない。�

⑤権限の行使はアカウンタビリティや「能力（ｃａｐａｃｉｔｙ）」が相補的であることを求める。�

　教育のアカウンタビリティは各アクターの相補的関係によって保障されなければな

らない。リーダーが改善に向けて権限を行使する際には，フォロアーの学習ニーズを知

り，その「学習」環境を整備することが前提である。また「学習」や教育実践の集団

的なプロセスを通してリーダーもまた「学習」する意識が重要となる。この関係性に

よって組織は集団としての「能力（ｃａｐａｃｉｔｙ）」を向上させ，リーダーシップ実践の

質を高めることが可能となる。�
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２－２－２　相補的アカウンタビリティの概念とエルモアの理論モデル�

　エルモアの議論の核心は，教育のアカウンタビリティ保障において諸アクターの相補的関

係による制度や組織の「能力（ｃａｐａｃｉｔｙ）」の向上にある。この相補性の意義については，

スピラーンもリーダーシップ「実践」の改善における相補的相互依存関係を強調していたが，

エルモアはその視点を学校レベルからより大規模な教育行政システムの議論へと展開させて

論じている。つまり，教育行政の領域がより広がり，諸アクターの特質，専門性，権限が複

雑かつ多様になればなるほど，諸アクター間の「相補的アカウンタビリティ（ｒｅｃｉｐｒｏｃａｌ ａｃｃ

ｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙ）」（Ｅｌｍｏｒｅ２００４，坪井２００５）保障の実現と，それをかなえるシステムの整備

が重視されるのである。これは，学校と教育行政の関係における内外アカウンタビリティの

調和的保障の議論に留まらず，システム全体における教育（行政）専門職の多様性をも視野

に入れた相補的関係性構築の議論である。�

　そして，教育行政システム全体の「能力」向上には，大きな組織体における高度で多様な

各アクターの専門性を，全体の改善に効果的に活かしきるリーダーシップ実践が要請される。

相補的アカウンタビリティの議論も，学校現場における教育実践者主導の自律的な内的アカ

ウンタビリティの推進と，それを支援する教育行政の外的アカウンタビリティの調和が，い

かにシステムとして整備し，実践を促進させ，教育改善に結実するかが念頭におかれなけれ

ばならない。�

　この時に鍵を握るのが，教育現場における実践主体である教師の存在である。学校レベル

における教師たちの自律的な教育改善の実践に留まらず，教育現場の実践知に長けた教師の

高度な専門性を教育行政システム全体における政策立案過程や意思決定場面に活かす方途を

探ることが，相補的アカウンタビリティ保障の実現と教育行政システム全体の「能力」の向

上の重要課題とされる。�

　図表１は，如上の議論に基づきエルモアが例示する教育行政システムのモデル試案である。

図表にはリーダーシップの役割と機能が５つの部門に分かれて設定され，教育改善の目的に

おいて高度な専門性が分散され配置されている。それぞれは個別的，集合的「学習」を組織し，

総体として「能力」を向上させ，リーダーシップ実践の目的達成を目指される。そこで，こ

の図表の例における特徴的部分を２点示したい。�

　１つ目は，リーダーシップの相対的優位性（ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ ａｄｖａｎｔａｇｅ）についてである。

エルモアの例では，「政策」レベルにおける政策立案者たちは，リーダーシップ実践におい

て相対的に優位な位置にあるとされている。利害がぶつかり合う際の混乱状況に決着をつけ，

何が教えられるべきかを熟慮し，教育目標やスタンダードへ反映させるべき利害を識別し，

行政的に管理されるべき報酬や罰則を法的に規定し，各方面からのフィードバックを新たな

指導方針へと変換する，それらの政治的・行政的手続きについては，教育実践者よりも政策

立案者に優位性を認めている。一方，教育内容のスタンダードや教育実践の具体的側面にお

いてはその限りではなく，政策立案者がどれほど教育内容や教育実践について学習を重ねても，

教育実践や内容に関する専門性には限界が存在することが確認される。そこで行政組織モデ

ルとしては，政策立案者の領域と教育実践者の領域を繋ぐ相互依存関係をシステム化する課

題が問われることになる。�

　そこで鍵となるのが，次の特徴である「専門職（Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ）」と「教育実践（Ｐｒａｃｔｉｃｅ）」

のモデル全体における位置づけである。エルモアは，分散型リーダーシップ概念に基づく組
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織モデルの追究において，「政策」－「システム」－「学校」の構造の中に教育専門職と教

育実践者たちの役割を明確化させている。つまり，全般的な教育行政専門職（教育長，教育

委員会事務局）レベルにおいても，また学校や教室レベルにおいても，教育実践に由来する

専門的知識が確実に組み込まれるモデルが重要とされるのである。�

　その専門的知識は，モデルの中で具体的に次のように位置づけられる。まず「専門職」レ

ベルについては，「スタンダードの開発と精査」，「新たな教育実践の開発と試験的実施」

という教育実践のコンテンツに深く関わる機能が定義される。そしてそこに隣接する「政策（Ｐ

ｏｌｉｃｙ）」レベルには「スタンダードの承認」機能があり，「専門職」レベルの「スタンダー

ドの開発と精査」機能と対応している構図が見てとれる。つまり，「優れた教育実践家」や

教育「研究者」たちが持つ専門的知識を教育内容の開発プロセスに積極的に位置づけ，そこ

でデザインされる内容が「政策」レベルで承認される構図が描かれている。�

図表１　エルモアの教育行政システムのモデル試案�

リーダーシップの役割� リーダーシップ機能�

政策（政治・統治）�
公選または任命による職�
・州議会議員�
・州教育長�
・州教育委員�
・学区教育委員�
�
�
専門職（Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ）�
・優れた教育実践家�
（Ｄｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈｅｄ Ｐｒａｃｔｉｔｉｏｎｅｒｓ）�
・専門職能開発担当職�
（Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ Ｄｅｖｅｌｏｐｅｒｓ）�
・研究者�
システム�
・教育長�
・教育委員会事務職員�
�
�
�
学校�
・校長�
・管理職教員（教頭，他）�
�
�
�
教育実践（Ｐｒａｃｔｉｃｅ）�
・教員（Ｔｅａｃｈｅｒｓ）�
・専門職能開発担当職�
  （Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ Ｄｅｖｅｌｏｐｅｒｓ）�

・成果目標の設定�
・スタンダードの承認�
・実践の観察・監視�
・報償の受けた機関の承認と監視�
・デザイン問題の監視，再デザイン�
・デザインや成果に関わる事項を超えての紛争の審査�
・行政の報償と処罰�
・教育事務事項の緩和�
・スタンダードの開発と精査�
・新たな教育実践の開発と試験的実施�
・教員養成，現職者研修のデザイン�
・モデル的な専門職能開発の指揮�
・教育内容や教育実践の評価指標づくり�
・新たな教育の構造の開発と試験的実施�
・システム改善政策のデザイン�
・学校，校長，教員への報償構造のデザインと実施�
・校長の採用と評価�
・改善政策と一致する職能開発の提供�
・システムリソースの教育実践への分配�
・校長や教員の教育事務事項の緩和�
・学校改善戦略のデザイン�
・教員や支援スタッフの報償構造の実施�
・教員の採用と評価�
・改善政策と一致する職能開発への仲介�
・学校の資源の教育実践への分配�
・教員の教育事務事項の緩和�
・専門職能開発のデザイン，指揮，参加�
・新教員の任用過程への参加�
・専門職能開発の評価�
・同僚の専門的実践への相談，評価�
・生徒の活動への評価�
・新たな専門職能開発実践への参加�

出所：Ｅｌｍｏｒｅ， School Reform from the Inside Out， ｐ．７１�
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　「教育実践（Ｐｒａｃｔｉｃｅ）」レベルについても同様である。例えば，教師たちによる「専門

職能開発のデザイン，指揮，参加」の機能は，「システム」レベル，「学校」レベルにおけ

るリーダーシップ機能との対応が考えられる。まず「教育実践」レベルにおいて教師たちは，

「専門職能開発」のデザイン，評価などのコンテンツに関わる機能を担っている。それに対

し「システム」レベルでは「改善政策と一致する職能開発リソースの提供」を行い，各学校

の事情に即してそれらを現場へと「仲介」するなかで，教育実践者との相補的な関係を取り

結ぶことができる。これは教師自らの「学習」活動を奨励するなかで，それを支援する教育

行政システムを象徴しており，相補的アカウンタビリティの概念がシステム化されたモデル

と言うことができよう。�

　このように，エルモアは「政策」－「システム」－「学校」という教育行政システムの新

たなモデルにおいて教育専門職，特に現場の実践者たる教師を積極的に位置づけている。教

育政策を具体的に計画し教育改善を現場において実現させるには，教育の実践者，教育実践

に関わる専門的知識をもつ教師たちの力量とその位置づけが鍵であることが，分散型リーダ

ーシップと相補的アカウンタビリティの概念によって強く確認される。そこで，これらの概

念による事例検討から教育改革において教師を積極的に位置づける意義と，その運用課題の

抽出を試みたい。�

�

�

�
３．事例検討―シカゴ学区とボストン学区�

３－１　シカゴ学区の事例
�

　シカゴ学区は全米屈指の大規模学区として知られる。２００４年次の学校数は６１３校（８年制

小学校４８６校，４年制高校１０７校，チャーター・スクール２０校），また２００４年次の生徒総

数は約４３万人，その内訳は５０％が黒人，３８％がヒスパニック系，９％が白人，アジア系を

含めたその他が３％という構成である（シカゴ学区ＨＰより）。また，全生徒の８５．２％が低

所得貧困層，１５％が英語の運用に支障がある。�

　シカゴ学区の積年の課題は，子どもたちの学力の低さ，ギャングやドラッグの横行，退学

率の高さであった。１９８０年代のシカゴ・トリビューン紙の特集は，その深刻な教育環境を，

“Ｗｏｒｓｔ ｉｎ Ａｍｅｒｉｃａ（アメリカで最悪）”，“… Ａｔ ａ Ｃｈｉｃａｇｏ ｅｌｅｍｅｎｔａｒｙ ｓｃｈｏｏｌ， ｔｈｅ ｆｕｔ

ｕｒｅ ｄｉｅｓ ｅａｒｌｙ（シカゴの学校では，未来は早々に絶たれる）”と評したほどである。このた

め，劣悪な公教育を改善し教育のアカウンタビリティを保障するための方策が，シカゴの政

財界をも巻き込み，巨大な政治的・政策的イニシアチブによって講じられるようになっていた。�

　こうして１９８８年に制定されたのが「シカゴ学校改革法」（Ｐ． Ａ． ８５－１４１８）である。シカ

ゴ学区はそれ以降，親や住民が多数派となる学校委員会（Ｌｏｃａｌ Ｓｃｈｏｏｌ Ｃｏｕｎｃｉｌ，以下ＬＳＣ

と略す）を組織し，親と住民参加による民衆統制を主軸とした学校改革を進めてきた。本章

では，この民衆統制による自律的な学校改善の取り組みとシカゴ学区教委の政策について，

特に教師の位置づけに焦点をあてながら検討する。�
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３－１－１　学校改善計画（ＳＩＰＡＡＡ）作成に関わる教職員諮問委員会（ＰＰＡＣ），�

　　　　　　そして教職員リーダーシップ委員会（ＰＰＬＣ）�

　学校改善計画（Ｓｃｈｏｏｌ Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ Ｐｌａｎ ｆｏｒ Ａｄｖａｎｃｉｎｇ Ａｃａｄｅｍｉｃ Ａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔ，以

下ＳＩＰＡＡＡと略す）２とは，「シカゴ学校改革法」で定めた教育目標を各学校が独自に引き受

けて，それに即した手続きと実践計画を明記したものである。学校改善計画（ＳＩＰＡＡＡ）は

３年ごとに作成され，カリキュラム，教育実践の責任の所在，学校財政に関わる補助金の獲

得について詳細に記される。また，教職員の職能開発，研修計画の方針とその具体的内容，

研修スケジュールなども書かれている。この学校改善計画（ＳＩＰＡＡＡ）は，ＬＳＣと教職員の

協力を得た上で，校長の責任において作成されることとなっている。ここでは，学校改善計

画（ＳＩＰＡＡＡ）の作成にあたって教職員諮問委員会（Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ Ｐｅｒｓｏｎｎｅｌ Ａｄｖｉｓｏｒｙ 

Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ，以下ＰＰＡＣと略す）の位置づけから，学校改善過程における教師の位置づけを

明らかにする。�

　学校改善計画（ＳＩＰＡＡＡ）は，シカゴ学区教育委員会が編纂するＬＳＣの「マニュアル」で

は，学校改善計画（ＳＩＰＡＡＡ）の文書作成について，�

（１）学校と生徒たちの教育の改善にむけた青写真を描くこと，�

（２）学校とそのコミュニティ全てのステークホルダーの実践プランが描かれること，�

（３）ＬＳＣ・学校コミュニティ・学区・州教育局にとってのアカウンタビリティ・ツールを

示すこと，�

が注意書きされている。また，その策定のプロセスについては，�

（１）学校やそのコミュニティのメンバー全体に対し教育プログラムについて意見交流する

機会を持つこと，�

（２）学校のコミュニティの特殊性や学校へのニーズに焦点を当てること，�

（３）学校とそのコミュニティにおけるメンバー全体の多様な専門性や識見を用いること，�

（４）学校目標に向けた取り組み方のアイデアをコミュニティで束ねていくこと，�

（５）学校のコミュニティが必要事項について同意し，それに向けて協働する環境を創造す

ること，�

（６）学校が考える優先目標に向けて進捗状況の内省を行うこと，�

が重要事項として確認されている。�

　次に法的な規定について，イリノイ州教育法（Ｉｌｌｉｎｏｉｓ Ｓｃｈｏｏｌ Ｃｏｄｅ）は，「学校長は，ＬＳＣ・

全教職員・親・地域住民との討議によって学校改善計画（ＳＩＰＡＡＡ）を策定しなければな

らない」（１０５ＩＬＣＳ ５／３４－２．４）と定めている。また，イリノイ州行政規則 （Ｉｌｌｉｎｏｉｓ 

Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｖｅ Ｃｏｄｅ）は，全ての学校が内部での質的保障について毎年再検討を行うこと

を義務付けている。そしてこの再検討によって，（１）州の学習目標・州の標準カリキュラム・

地域の学習目的に即する成果や進歩が得られているかという点で学校の教育実践の成功度を

確認し，（２）どの分野が要改善かを自覚し，（３）それに適切な実践の計画を立て，（４）

学校改善計画，あるいはその改訂版を文書で作成することが規定されている。また，シカゴ

学区教育委員会政策集（Ｃｈｉｃａｇｏ Ｂｏａｒｄ ｏｆ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ Ｐｏｌｉｃｙ）では，（１）ＬＳＣは学校の地

域を学校改善計画の策定に関与させる責任を有す，（２）学校改善計画には明確なビジョン

の文言・優先目標としての読書・学校と地域の概要説明・優先目標に関わる学校の現状分析

が含まれるべき，そして（３）学校長はＰＰＡＣ・ＬＳＣ・学校コミュニティ全体からのアドバ
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イスを受けて学校改善計画を準備する責任を有す，と規定されている。以上のことから，こ

の学校改善計画の策定によって，個々の学校が自律的に固有の教育課題を把握し改善に向け

て計画を実行していくことが推進されている。�

　では，学校改善計画（ＳＩＰＡＡＡ）の原案を実質的に作成するアクターは誰であるか。ＬＳＣ

は承認を担う議決機関であり，計画案の作成を担うアクターとは言いきれない。また校長は

ＬＳＣの承認により学校予算案と学校改善計画の策定に主導的な立場にあることが確認されるが，

しかし具体的な計画原案を作成する役割と，ＬＳＣにおける校長の主導的役割を必ずしも同一

視することはできない。なぜなら，例え校長が計画原案の作成を主導するとしても，多様な

項目について盛り込むべき学校改善計画（ＳＩＰＡＡＡ）の作成において，１人の校長の専門範

囲には限界が生じうるからである（山下２００２）。�

　そこで，学校改善計画（ＳＩＰＡＡＡ）の原案作成に一定の役割を担う組織として注目される

のが教職員諮問委員会（ＰＰＡＣ）である。ＬＳＣ「マニュアル」におけるＰＰＡＣに関する記述

では，「ＬＳＣは，特にカリキュラムや教育実践，評価の領域でどのように学校の定める主要

目的に迫るかを考えるために，教職員スタッフからの支援・助言・専門的知識を必要とする」

と明記されている。素人が過半数以上を占めるＬＳＣにおいて特に学校の教育的事項に関わる

議論では，教職員からの具体的な支援が重要であることが示されているのである。ＰＰＡＣは，

それらの領域においてＬＳＣや校長への支援・助言を与える教育専門職集団である。特に学校

改善計画（ＳＩＰＡＡＡ）の策定，学校全体の教育目標の共有過程では，ＰＰＡＣのリーダーシッ

プが重要であると「マニュアル」は定めている。「ＰＰＡＣはＬＳＣに向けて学校の主要目標リ

ストを作成し提出をする」とあるように，教育専門職としての見識が学校改善の核となるこ

とを強く期待されているのである。�

　「マニュアル」ではさらに，ＬＳＣとＰＰＡＣの協働について２点が指摘されている。１つ目は，

自らの学校にＰＰＡＣが位置づけられているかを確認し，（１）ＰＰＡＣが学校の有資格教職員

の中で選出されていること，（２）ＰＰＡＣメンバーが毎年選出されていること，（３）ＬＳＣ

の活動にＰＰＡＣメンバーの参加があること，である。２つ目は，ＬＳＣがＰＰＡＣから具体的な

情報・フィードバック（意見・感想）・助言を求めることで，協調関係を築くことを確認し

ている。具体的には（１）教職員の職能開発における提案，（２）学校で実践されているプ

ログラムの更新，（３）学校のカリキュラム・教育実践・評価過程についての具体的情報と

知識，（４）必需品・設備・財源の要求の有無，などである。ＬＳＣはＰＰＡＣからの応答や関

与を尊重しながら，民主的な意思決定を行うことが要請されている。�

　では，実際のデータ（山下２００２）ではどうだろうか。１９９２年のシカゴ学区教育委員会に

よるＬＳＣメンバーの認識調査によると，校長やＬＳＣに次いで，あるいは校長やＬＳＣとほぼ同

等のレベルで，ＰＰＡＣもまた学校改善計画（ＳＩＰＡＡＡ）の策定に実際に関与していると言える。

しかし，教師たちの認識が同等レベルにあるかというとそうではない。イーストン（Ｊ． Ｅａｓｔｏ

ｎ）の教師アンケート分析では，学校改善計画（ＳＩＰＡＡＡ）が持つ教育実践への影響力につ

いて教師たちの認識は厳しく，その実効性について教育活動の当事者たちはそれほど高い評

価をしていない。また黒崎勲は「教職員会議（ＰＰＡＣ）が潜在的可能性を充分に発揮してい

ないという点で，運動に参加している人々は一致している」（括弧は筆者）と，学校改善計

画（ＳＩＰＡＡＡ）の取り組みが不十分であったことを指摘する（黒崎１９９４，１４５頁）。学校改

善計画（ＳＩＰＡＡＡ）策定の目的が教育の質的改善にある以上，改善計画を教育実践活動に接
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続させる方策が求められるのである。�

　そのため今後は，学校改善計画（ＳＩＰＡＡＡ）案の作成過程に教師の関与がどれほど積極的

に保障されるかが問われてこよう。上記の調査は，ＬＳＣや校長にとってＰＰＡＣや教師たちの

位置づけは比較的高いことを示している。また，改善計画の原案作成には多種多様な専門知

識が求められるため，教育実践に携わる教師集団の積極的関与は計画の実効性追求における

重大な鍵であることも間違いない。学校改善計画（ＳＩＰＡＡＡ）案の作成過程に教師たちの教

育実践知，現場の問題認識が確実に組み込まれることで，その計画の実行力が教師たちの手

で高められていくことが期待される。�

　ここで，２００４年にＰＰＡＣに関わる重要な法改正があったことに触れたい。シカゴ教員組

合（Ｃｈｉｃａｇｏ Ｔｅａｃｈｅｒｓ Ｕｎｉｏｎ）代表のデビー・リンチ（当時）は，多くの校長が学校改善

計画（ＳＩＰＡＡＡ）の作成から一般教師たちを除く傾向があり，また学校のリーダーシップ

実践においてＰＰＡＣそのものの影響力が不十分であったことを指摘し，イリノイ州教育法の

法改正を求めた。これにより，それまでのＰＰＡＣは  Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ Ｐｅｒｓｏｎｎｅｌ Ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ 

Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ（ＰＰＬＣ）と名称が変わり，学校改善をリードする教育専門職組織として法的に

規定し直されたのである。その結果，ＰＰＡＣの実質的な教育専門職機能は学校改善の文脈に

おいて法的には強化されたということが言えよう。�

　改正されたイリノイ州教育法「１０５ ＩＬＣＳ ５／３４－２．４ａ」を概観すると，ＰＰＡＣでは詳細に

規定されていなかった構成メンバーの選出方法，ＰＰＬＣ会議の開催時間，ＰＰＬＣの持つ権限に

関して新たな条項が加わっている。この改正によって法的に定められたＰＰＬＣの権限はＰＰＡＣ

では曖昧にされていた点であり，そのためかつては校長やＬＳＣの判断次第でＰＰＡＣが機能し

ないケースが生まれていた。しかしこの法改正によって，各学校のＬＳＣの意思決定と校長の

リーダーシップという学校自治の構図に，法的に教師のリーダーシップが位置づけられたと

言える。諮問機関としてのＰＰＡＣからリーダーシップ機関としてのＰＰＬＣへの変化によって，

各学校の学校改善計画（ＳＩＰＡＡＡ）とその実践における教師関与の停滞状況がより活性化し

ていくことが期待される。�

�

３－１－２　１９９５年の法改正によるアカウンタビリティ政策と分散型リーダーシップ�

　８８年制定の「シカゴ学校改革法」は１９９５年に重要な改正がなされた。８８年体制は，学校

レベルにおける教師リーダーシップの位置づけが構造全体の中で不明確でありつつも，政府

間関係に注目すれば現場の校長を中心とする教育専門職リーダーシップは教育行政システム

の中で依然として尊重されていたことが言える。それに対し９５年の法改正は，その学校と学

区教育委員会との関係を見直す意味を持っていた。ここでは，９５年法改正の方向性が学校と

学区教育委員会との政府間関係にいかなる変化をもたらし，教師リーダーシップの位置づけ

にどのような変化をもたらしたかを明らかにする。�

　１９９５年法改正（Ｐ． Ａ． ８９－１５）は，８８年以来のシカゴ学校改革を見直し，教育行政シス

テムの再編を企図して制定された法律である。ここでのポイントは，学区教育委員会再編の

暫定措置として，「シカゴ教育刷新委員会（Ｃｈｉｃａｇｏ Ｓｃｈｏｏｌ Ｒｅｆｏｒｍ Ｂｏａｒｄ ｏｆ Ｔｒｕｓｔｅｅｓ： 

ＢＯＴ）」（§３４－３）が設置されたことである。この教育刷新委員会は従来の学区教育委員

会の代替を担い，市長の任命によって５名の理事（ｔｒｕｓｔｅｅｓ）と，教育長の代行的役割を担

う「最高経営責任者（Ｃｈｉｅｆ Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ Ｏｆｆｉｃｅｒ： ＣＥＯ）」（§３４． ３． ３． （ｂ））という構成で，
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従来の素人代表制教育委員会とは性格が大きく異なる組織となっている。この変革の特徴は，

（１）従来の教育委員会を一般政治から独立する民主的教育行政機関として捉えるならば，

教育刷新委員会は一般行政部局と統合された，特に市長の教育行政への影響拡大を実現する

機関であったこと，（２）企業経営的手法を導入しＣＥＯ主導による教育行政のスリム化・効

率化が目指されていること，そして（３）市長部局の影響下にあって，学区教育委員会の教

育行政権限が従来に比べ強化されていること，である。教育刷新委員会は１９９９年に２名の委

員が加わり，改めて名称が「シカゴ学区教育委員会（Ｂｏａｒｄ ｏｆ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ）」と戻されるが，

上記した３つの特徴は変わらず堅持されている。�

　９５年法改正による教育行政システムの変革では，教育刷新委員会とＣＥＯによる学校への管

理権限が強化された。８８年のＬＳＣによる学校自治体制は一定レベルで尊重されたが，標準学

力テストの成績が思わしくなく，継続的に低迷する学校については積極的な介入措置を取る

ことができるようになったのである（坪井１９９８，１３９～１４０頁）。９５年法改正による教育行

政部局と学校の関係再編は，教育実践者に対しＣＥＯ主導による成果主義のアカウンタビリテ

ィ政策を介在させ，自律的学校運営との緊張状態を生むこととなった。�

　坪井によると，この９５年法改正により，親や住民の学校参加による８８年以降の自律的な

学校自治の取り組みが，市長強権による教育行政運営かつビックビジネス主導による公教育

のプライバタイゼーションの影響に服する方向性を持ったという。素人代表制教育委員会が

市長部局と財界に取り込まれる形で再編されたため，８８年来の分権的「教育統治」体制で保

障された教育政策決定過程の民主性が侵食され，その解体が進むというのである。このよう

な坪井の批判を学校改善の文脈に引きつければ，個々に学校における共同的かつ自律的な学

校改善の取り組みは，９５年法改正による学区教育委員会の成果主義アカウンタビリティ政策

により大きく侵食される可能性があるということになる。山下が言うように，学区教育委員

会の学校に対する干渉措置が実際にどのような影響を学校に与えるかを検証すること無く批

判的な判断を下すのは早急（山下２００２）かもしれないが，これはＬＳＣによる学校自治の危機

と同時に，教師集団も関与する学校改善計画（ＳＩＰＡＡＡ）の策定と実行の危機であるとも言

えよう。�

　最後に，この９５年以降の教育行政再編を分散型リーダーシップと相補的アカウンタビリテ

ィの概念によって検証し，次の点を指摘しておく。それは，エルモアが示す「政策」－「シ

ステム」－「学校」の政府間関係像をイメージする時，９５年法改正が生み出したのは市長部

局（「政策」レベル）による学区教育委員会（「システム」レベル）の統合（Ｗｏｎｇ： “Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ 

Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ”）であったことである。政治的な利害と教育行政組織との一体化により，「政

策」と「システム」レベルに分散されてしかるべき教育専門職リーダーシップが，「システム」

の弱体化によって懸念されるのは，「政策」と「学校」レベルが直接的に結びつく構造へと

転換してしまったことである。これにより，教育実践者たちの内発的動機による教育実践と

学校改善の評価が，学区教育委員会という教育行政専門機関の弱体化により，教育の専門性

が弱い「政策」レベルの意向に直接的に左右される可能性が増すこととなる。その結果，予

想されるのは標準学力テストによる単純な成果主義による評価政策の徹底であり，子どもた

ちや地域の実情に即した優れた教育実践の発展の芽が一元的評価基準により摘まれていく危

険性である。教育実践面と政府間関係の両面における教育専門職リーダーシップの分散が後

退し，教育現場の実情に目が届かない教育政策が生まれ，アカウンタビリティ政策による教
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育現場の実践の質が低下する恐れすらあるのである。�

　そして２００４年９月，デーリー市長とシカゴ学区教育委員会ＣＥＯより打ち出された教育政策

は，シカゴ学区で学校自治に奮闘する親・住民・校長・教師たちにさらなる衝撃を与えた。「ル

ネサンス２０１０（Ｒｅｎａｉｓｓａｎｃｅ ２０１０）」と呼ばれるその政策は，９５年法改正以降強化された

市長部局から教育現場への介入を一段と強化するものであった。市長とＣＥＯのアナウンスに

おけるこの政策の最重要項目は，２０１０年までにシカゴ学区に１００校の新設校をチャーター・

スクール（Ｃｈａｒｔｅｒ Ｓｃｈｏｏｌ），契約スクール（Ｃｏｎｔｒａｃｔ Ｓｃｈｏｏｌ），パフォーマンス・スクー

ル（Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｓｃｈｏｏｌ）として設立し，その分，現在まで成果の上がらない学校を強制的に

閉校していくことである。これらの新設学校は，民間企業やＮＰＯセクター，そして学区教育委

員会の直轄によって設立されるため，８８年以降のＬＳＣによる学校自治体制を縮小，あるいは

その解体を目指した政策とも受け止められている。この「ルネサンス２０１０」政策の実施によ

って，９５年法改正に対する坪井の「教育自治を解体する方向性を持った」との批判が現実に

なる可能性もあるなかで，今後はこの政策下における民衆統制と教育専門職リーダーシップ

の関係性に着目しながら，教育のアカウンタビリティ保障をかなえる教育の共同統治の在り

方を模索する必要があるだろう。�

�

３－２　ボストン学区の事例�

　米国東海岸北東部マサチューセッツ州のボストン学区は，２００４年次で全学校数が１３９校の

大規模学区であり，シカゴや他の大都市と同様，マイノリティーの生徒の割合が高く，無料

あるいは減額で朝食サービスを受ける生徒も７４％にのぼっている。その中で，ボストン学区

はこの１０年余りで目覚しい改革を行ってきたことで知られている。１９９３年のマサチューセ

ッツ州法改正（「マサチューセッツ教育改革法１９９３」：Ｇｅｎｅｒａｌ Ｌａｗｓ ｏｆ Ｍａｓｓａｃｈｕｓｅｔｔｓ， 

Ｃｈａｐｔｅｒ ７１， §５９Ｃ．）では，親・教師・校長で組織される学校委員会（Ｓｃｈｏｏｌ Ｓｉｔｅ Ｃｏｕｎｃｉｌ，

以下ＳＳＣと略す）を州の全公立校に設置することを規定した。これにより，８９年より一部の

学校で試験的に実施してきたボストン学区のＳＳＣ３は翌年９４年をもって学区内全学校へ設置

されている。このＳＳＣの誕生は，親・校長・教職員による民主的な学校自治システムを基盤

とする，ボストン学区教育行政システムの分権化政策の始まりを意味していた。�

　１９９５年１０月にメニーノ市長の任命によって就任したペイザント教育長は，市長や学区教

育委員メンバー，外部関係機関との協調関係を築き，長期的な改革を実行した。特に学校自

治に携わる教育専門職集団，教育リーダーシップ委員会（Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎａｌ Ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ Ｔｅａｍ，

以下ＩＬＴと略す）を９６年各学校に編成し，教育専門職たる教師たちの知識と経験を各学校の

授業改善やカリキュラム開発へと活かす取り組みが行われている。また各学校のＳＳＣは，ＩＬＴ

との密な連携を基礎に，学校改善計画（Ｗｈｏｌｅ Ｓｃｈｏｏｌ Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ Ｐｌａｎ，以下ＷＳＩＰと略

す）の策定を行っている。この学校改善計画（ＷＳＩＰ）は，学区全体の教育改善理念として教

育長が定めた「６本柱（Ｔｈｅ Ｓｉｘ Ｅｓｓｅｎｔｉａｌｓ）」４が基礎となり，各学校が独自に策定する計

画である。それにより各学校は，授業改善の促進，明確な自己評価活動など，自己のアカウ

ンタビリティを高めることを目指している。�

　近年のボストン学区は，２００６年９月には改革に成功する大都市学区教育委員会に贈られる

ブロード賞（ｔｈｅ Ｂｒｏａｄ Ｐｒｉｚｅ ｆｏｒ Ｕｒｂａｎ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ）も受賞するなど，ＳＳＣとＩＬＴを基礎に

した各学校の自治体制，学区教育委員会の組織改編を通じたアカウンタビリティ保障政策が
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広く評価されている。本節では，ペイザント教育長を中心とする学区教委のリーダーシップ

と学校自治に関し，特に学校改善計画とＩＬＴの詳細を明らかにすることで，学区教育改革に

おける教師の位置づけを検証していく。�

�

３－２－１　学校改善計画（ＷＳＩＰ）と教育リーダーシップ委員会（ＩＬＴ）�

　ボストン学区の学校改善計画（ＷＳＩＰ）は，各学校が自らの教育実践や課題を評価し改善す

るための教育のアカウンタビリティ保障のツールとして作成されている。ボストン学区の資

料（Ｂｏｓｔｏｎ Ｐｕｂｌｉｃ Ｓｃｈｏｏｌ， Boston Plan for Excellence）よると，ボストンの学校改善プログラ

ムが学校改善計画（ＷＳＩＰ）として各学校へと整備されたのには，ペイザント教育長と地元の教

育基金「卓越のためのボストン計画（Ｂｏｓｔｏｎ Ｐｌａｎ ｆｏｒ Ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ： ＢＰＥ）」の力が大きかった。

ＢＰＥとは１９８４年来，ボストン学区の公立学校の支援事業を行っている団体である。ＢＰＥはペ

イザント教育長の就任と時を同じくして自らの補助金プログラムの再編し，それまでの個別

の教師を表彰し報奨金を与えるものから，数校を対象に学校支援保障を行うプログラムへと

シフトさせている。�

　このＢＰＥは１９９６年，ペイザント教育長の支持を得てボストン学区計２７校の４年間にわた

る改善事業に携わることとなった。教育長はＢＰＥの関与によって対象校の教育改善を促進し，

生徒の学力レベルを標準値に到達させることを目指したのである。これらの学校は「２１世紀

スクール（２１ｓｔ Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｓｃｈｏｏｌｓ）」と呼ばれ，後に学区全体の中で学校改善計画（ＷＳＩＰ）を

実践する初発のグループとなった。ペイザント教育長はＢＰＥの活動実績を評価した後，ＢＰＥ

モデルを学区全ての学校改善のために採用できるよう１９９７年にボストン学区教育委員会へ提

案し承認を得た。ボストン学区の学校改善計画（ＷＳＩＰ）モデルはこうして誕生したのである。

またこのモデルは，同時期に学区教育委員会で採用された学区教育改善理念「６本柱（Ｓｉｘ 

Ｅｓｓｅｎｔｉａｌｓ）」と結合され，各学校はこれらの理念を基礎に自律的な学校改善計画（ＷＳＩＰ）

の策定に取り組むことと規定された。�

　学校改善計画（ＷＳＩＰ） は，２００１年春を境にペイザント教育長のリーダーシップによって

ボストン学区全公立校に策定されることが義務付けられた。学校改善計画（ＷＳＩＰ）は学校の

あらゆる実践要素を方向付ける目的を持つため，学校に携わる全てのアクター（校長，教師，

指導助手，ＳＳＣ，保護者組織，外部協力者など）に対し，それぞれの実践項目に関する明確

な方針を盛り込んだものとなっている。ＩＬＴは，年間３回の経過調査によって，授業やカリ

キュラム等の教育的事項に関する反省を行うこととされている。�

　では，次に学校改善計画（ＷＳＩＰ）の項目について見てみよう。２００１年からの５年間で取

り組まれる長期教育改善計画「フォーカス・オン・チルドレンⅡ（Ｆｏｃｕｓ ｏｎ ＣｈｉｌｄｒｅｎⅡ）」
５は，引き続き教育改善の「６本柱（Ｓｉｘ Ｅｓｓｅｎｔｉａｌｓ）」を理念枠組みとして継承している。

そのため各学校はこの「６本柱」を基本軸として学校改善計画（ＷＳＩＰ）の策定に取り組んで

いる。この「６本柱」は以下の内容で定められている（Ｂｏｓｔｏｎ Ｐｕｂｌｉｃ Ｓｃｈｏｏｌｓ， Focus On 

Children II）。�
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　そして，この「６本柱」を個々の学校の文脈に当てはめて，課題や論点を探り実際の計画

策定にあたるのがＩＬＴである。以下でＩＬＴの特徴を明らかにしていく。�

　ＩＬＴは，１９９６年にＢＰＥの「２１世紀スクール」の取り組みが始まった際，教師の協働文化

を学校改善への取り組みに組み込むことを目指して生まれた。ＩＬＴは，校長と教師チーム（Ｉ

ｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎａｌ Ｔｅａｍ，以下ＩＴと略す）の代表から構成される。ＩＴとは，学年レベル，教科群，

あるいは小規模学習グループなどで組織されている専門職グループである。ＩＴやＩＬＴの組織

化自体が学校改善計画（ＷＳＩＰ）の一部であり，学区教育改革のポイントとされた点は注目さ

れる。�

　ＩＬＴは主に教育的事項を担当する。子どもの学習環境や学力到達度に注目して計画案を練り，

実践場面において学校の教育実践の改善を進める役割が期待される。ＩＬＴには学校運営事項

に関する意思決定は権限として含まれず校長の助言的役割を要請されているが，学校改善計

画（ＷＳＩＰ）の作成を直接的に担い，それをＳＳＣに提示して承認を得る主体的活動が期待さ

れている。ＩＬＴの担う具体的責任は以下の通りである。�

・全業務が生徒の学力の改善に焦点化されること�

・学校をＷＳＩＰに含まれる「６本柱」の実現へと導くこと�

・自己評価プロセスを容易にし，その認識を基礎にＷＳＩＰを作成すること�

・年間通してＷＳＩＰの目標を確認し，活動に取り組みながら学校改善の進展を評価するこ

と�

・教師たちのＷＳＩＰへの取り組みを支えるためのリソース・職能開発・指導を揃えること�

・ＩＴが教育に関する決定事項を知らせるために，成績データの使用を補助すること�

・教育実践や評価の改革について地域の合意を獲得し，意思決定過程にあらゆるステー

クホルダーの声が含まれることを保障すること�

・ＩＬＴの仕事や意思決定事項を教職員や親に伝えること�

・継続的且つ協働的な意見・学習・改善を助長させること�

学校改善の６本柱�

１．リテラシーと数学（算数）の教育に力点を置く。�

２．生徒のニーズを掴むために作品やデータを用い、教育実践を改善し、経過を評価する。�

３．職能開発に力点を置き、校長や教師が教育改善に向けて求めるスキルを提供する。�

４．最前の教育実践を理解し、それを繰り返し実践する。�

５．あらゆる資源を教育的焦点に投入する。�

６．ＷＳＩＰの支援に家庭や地域、外部パートナーの参加を促す。�

The Six Essentials for Whole School Improvement
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　ＩＬＴは，校長，ＩＴ代表者，保護者連絡係（Ｐａｒｅｎｔ Ｌｉａｉｓｏｎ），教頭やカリキュラム・コー

ディネーターなどの教育専門職代表で構成される。学校の特徴と規模に合わせて，多様なメ

ンバー構成であることが重要である。学区教委によると，規模としてはおよそ８～１５人が適

切かつ効果的なチームになれるとされる。またそのような効果的なＩＬＴのメンバーは，以下

にあげられる確かな特徴を共有しているとされる。�

・同僚にリーダー，或いは有能なコミュニケーターとして尊敬されている�

・充分な時間と正しい支援があれば全ての子どもが高い学力水準に到達できると信じてい

る�

・教育実践に影響を与える困難な事象を引き受けたいと願っている�

・学校が必ず改善されると確信している�

・他のメンバーを熱心に支え，教育の議論にオープンに参加することができる�

・型にはまらない考え方をし，新たなアイデアを探求することを望んでいる�

　では，各メンバーが担う責任はどのように定められているか。まず，会の招集は校長による。

しかし会の議事進行については，会を重ねる中で教師や他のメンバーがファシリテーターを

担うのが重要とされる。会の最中では，校長は議事が参加者全体の協議によって進んでいる

かを確認すべき立場とされる。また校長は，ＩＬＴの役割や教育改善業務について地域や親が

理解できるよう確認する責任も求められている。�

　一方，ＩＬＴの教師代表たちは，学年や教科などの多様なグループから参加しているため，

会議では自らのグループの意見や関心事を代表して全体に発言する立場とされる。そして，

ＩＬＴでの議論や決定事項については自らのＩＴに報告することになる。ＩＬＴによる学校改善へ

の取り組みを学校全体のものにするには，このような手続きを通じて全ての教職員が学校改

善計画に関与している意識を醸成させることが重要なのである。また，教師代表たちは校長

や他の教育専門職の支持を得て，ＩＴの中でＩＬＴでの決定事項が実現されていくよう確認する

責任を担うこととなる。�

　保護者連絡係（Ｐａｒｅｎｔ Ｌｉａｉｓｏｎ）は，親であるため正式メンバーとしてではなく校長の直

接相談役として会議に参加し，親代表として親の関心事について発言し，教育的決定に何ら

かの関与を示していくことが期待される。また，家庭での読書指導プログラムの開発と実践

をＩＬＴと共に推進していくことも期待されている。家庭での読書指導の成果を保護者連絡係

が親を代表しＩＬＴに報告して，ＩＬＴの教育改善の取り組みがより強化されうるのである。ま

た基本的業務としては，親代表としてＩＬＴでの決定事項を家庭に届け，親のコミュニティか

ら出される決定事項をＩＬＴへ上げていく仲介者もこなしている。�

　その他の教師，例えばリテラシーや数学のカリキュラム・リーダーたちは，学級担任たち

の授業改善の支援などに従事する学校の教育職能開発担当者としてＩＬＴに参加し，特に教育

職能の向上計画の議論において専門職の識見が大いに期待されている。教職員の職能向上過

程の改善，学校カリキュラムの再編成への関わりの他，総合的には学校改善計画（ＷＳＩＰ）の

細部の作成において，教育課程指導教員たちが持つ教科の専門性にかかる期待は大きい。�

　以上から，学校改善の根幹である学校改善計画（ＷＳＩＰ）の作成において，日々の授業実践

などを通じ子どもたちと接する教師たちの専門知識および経験を活かす目的でＩＬＴが組織さ

れていることが明らかとなった６。学区教委による「６本柱」の理念は，教師の職能向上，リ

テラシー・数学教育の強化，多様な教育資源の活用など，教育実践者に直接関係する内容で
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定められている。そのため，「６本柱」の理念を実行力ある学校改善計画（ＷＳＩＰ）に結実さ

せるべく，教師たちの計画立案プロセスへの関与は非常に重要とされるのである。その点で，

ＩＬＴはその教師参加の過程を構造的に生み出す重要な装置として，ボストン学区の教育改善

に向けた一連の政策に組み込まれている。そこで，次はボストン学区レベルに教育行政シス

テムの改革に焦点を当て，ボストン学区のアカウンタビリティ政策に見られる教育専門職の

位置づけを明らかにし，分析を加えていく。�

�

３－２－２　学区教育行政システムと分散型リーダーシップ�

　１９８０年代，ボストン学区教育行政システムは政治的な紛争状況にあり，教育長，教育委員

会，そして市長の間で明確なリーダーシップが存在せず，ボストン学区の公教育システムは

その構造下で充分な改善施策に取り組むことができなかった。それが９０年代に入りその構造

に変化が見られ始め，現在では明確な理念に沿って公教育の改善政策が進んでいる７。ここで

は，ボストン学区教育行政システムの組織改革と教育専門職リーダーシップの所在について

明らかにし，分散型リーダーシップと相補的アカウンタビリティの枠組みからその意義を検

証する。�

　まず，現在のボストン学区の教育行政システムの特徴を明らかにする。ボストン学区の教

育行政システムは，ペイザント教育長の就任後に重要な再編が行われた。図表２は１９８３年当

時のボストン学区の組織図を示したものである。ボストン学区はかねてから，教育委員会の

下に教育長を置き，教育長がその下の副教育長を束ねる体制をとってきた。副教育長はそれ

ぞれ，「教育内容・実践担当」，「学校運営担当」，「財務・管理担当」の役職を担当し，

副教育長以下の部署をタテ割りで構成し各行政事業が執り行われていた。ボストン学区の全

公立学校は，教育上の該当項目について担当部課とつながっていた。各学校はタテ割りされ

た各部署からの指導・助言，あるいは管理によって運営されていた。�

　しかしこの教育行政システムは，８０年代末から始まるＳＢＭ／ＳＤＭ計画によって見直され

始め，９４年にボストン学区におけるＳＳＣの完全設置が実現したことで，タテ割りの教育行政

システムと自律的学校経営との新たな関係性を問う契機が生まれていった。�

　こうしてペイザント教育長は，１９９６年２月，学区教育行政システムの抜本的な再構成を実

行した。ここでの大きな変化は次の２つである。１つは，学区内における公立校全てを９つ

の学校群（ｃｌｕｓｔｅｒｓ）に分け，それぞれを１０～１５校の規模に構成したことである。各群では校

長を群のリーダー（ｃｌｕｓｔｅｒ ｌｅａｄｅｒ）として選出し，リーダーは各群を代表し，他の群や学校と

協働体制を実現する他，ペイザント教育長直属のリーダーシップ委員会（Ｓｕｐｅｒｉｎｔｅｎｄｅｎｔ’ｓ 

Ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ Ｔｅａｍ）に各学校の代表委員として参加する。リーダーたちはまた教育長とリー

ダーシップ委員会で話し合われる政策方針について各校長と意見交換し，学区教委のイニシ

アチブと各学校のリーダーシップを連結させる機能を担っている。�

　２つ目は，９つの学校群を３つのグループにまとめ，それぞれに副教育長職（Ｄｅｐｕｔｙ Ｓｕｐ

ｅｒｉｎｔｅｎｄｅｎｔ ｆｏｒ Ｃｌｕｓｔｅｒｓ ＆ Ｓｃｈｏｏｌ Ｌｅａｄｅｒｓ）と教育長補佐（Ａｓｓｉｓｔａｎｔ Ｓｕｐｅｒｉｎｔｅｎｄｅｎｔ）

を配置し，３つの行政区（ｔｒｉａｄｓ）を構成させた点である。この３つの行政区は，他の行政部

局を間に挟まず，ペイザント教育長に直属している。また，それぞれに業務主任（Ｏｐｅｒａｔｉｏ

ｎａｌ Ｌｅａｄｅｒ）が配属され，各行政組織の業務や管理実務の補助，例えば各学校と教育委員会

の各関連部課との仲介などの機能を担っている。�
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図表２　１９８３－８４年度　ボストン学区教育行政システム�

図表３　２００４－０５年度　ボストン学区教育行政システム�
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　このように，ペイザント教育長下の教育行政システムは，図表３で示されるように，各学

校で構成される組織体を教育長の直属の行政区を設置し，各学校群の代表者を教育長のリー

ダーシップ委員会の委員に加える構造を成している。これにより従来のタテ割りの部課配置

は各学校との関係性に関わって再編され，各学校のリーダーシップは，教育委員会の各関連

部課を経由せず直接的に教育長と繋がり，学校の政策推進に実働性を持たせるルートが用意

された。また，学区教委は教育現場レベルの意向が掴みやすくなり，各学校の自律的な学校

改善に向けた実践を支援できる体制が整えられていった。�

　もう１点，教育専門職リーダーシップの所在に関しては，ペイザント教育長が学区教育委

員会からではなくメニーノ市長による任命によって選出されていることに触れなければなら

ない。ボストンの場合，この市長権限によって安定した学区運営と改革の土台が生み出され，

三者協働の教育行政リーダーシップが発揮されていた。市長が教育行政に関与する場合，時

に教育が政治的な不当な支配に侵されるリスクを伴うとされる。しかし，メニーノ市長は教

育長他の人事権と学区教委への財政的な支援以外では教育行政に関与せず，自ら任命した教

育長の政策運営を尊重していた。またメニーノ市長は，ペイザント教育長選出プロセスにお

いて，クリティカル・フレンズ（Ｃｒｉｔｉｃａｌ Ｆｒｉｅｎｄｓ）という非公式の外部諮問委員会を組織し，

学区内の諸団体から約２０名の参加を得て毎月の選考会議を開くなど民主的手順を重視した選

出を行っていた。この点で，市長の独断による教育行政リーダーシップは回避されており，

政治的・財政的に学区の教育政策決定を支援する市長と，教育行政専門職として学区全体の

政策運営にリーダーシップを発揮する教育長，そして素人の代表として教育専門職リーダー

シップを規制する役割を担う学区教育委員会８が，それぞれ主導的役割を果たし相補的な関係

性を保つことが可能となっている。�

　最後に，ボストン学区の教育行政システムについて分散型リーダーシップと相補的アカウ

ンタビリティの概念による分析を試みる。�

　まず学校レベルにおいては，教師のリーダーシップ体制を明確に実現させている。学校の

統治組織であるＳＳＣでは，教師メンバーの位置づけは保護者委員と同等の扱いがされ，特に

学校改善計画（ＷＳＩＰ）の作成など教育の専門的営みについては，ＩＬＴの組織化により学校改

善に貢献する教師たちの位置づけは極めて積極的なものになっている。また学校管理職と教

師との関係性も，協働によるリーダーシップ実践の推進が理念として確認されており，学校

改善における意思決定においても教育実践者の立場として教師の活躍が期待されている。学

校改善に向けたリーダーシップ実践は，教師たちがＳＳＣやＩＬＴを通し学校自治主体として積

極的に関与すべきことが法的にも明記されている。これらの要素を総合すると，ボストン学

区の各学校は分散型リーダーシップ概念に見られる教育専門職リーダーシップが組織的かつ

実践的にも整備されていることが言える。�

　次に学区教委のレベルにおいてはどうであろうか。ここではペイザント教育長とその教育

行政システムと，教育長と市長との関係性が注目される。まずペイザント教育長は，「教育

長キャビネット」と称される教育長リーダーシップ委員会（Ｓｕｐｅｒｉｎｔｅｎｄｅｎｔ’ｓ Ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ 

Ｔｅａｍ）のメンバーに学校代表者として校長を３名含め，また教育行政システムを再編し学区

内の全学校を学校群（ｃｌｕｓｔｅｒｓ）にまとめ，それらを教育長直属の３つの行政区（ｔｒｉａｄｓ）と

して教育行政システムに組み込んでいた。この改革をエルモアの議論に引きつければ，ペイ

ザント教育長を中心とする学区教委の政策立案と意思決定体制（「システム」レベル）は，
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教育実践者の代表をその体制に組み込んでおり，「学校」レベルとの相補的な関係を整えて

いることが言えよう。つまりボストン学区は，ペイザント教育長の改革によって教育行政の

政策と学校の自律的な改善努力が結び合う，相補的アカウンタビリティの保障を可能とする

教育行政システムが作り出されているのである。�

　また，市長（「政策」レベル）との関係においても，教育長の市長任命制を採用していな

がら教育行政「システム」が「政策」に取り込まれることなく，両者が相互に依存しあう中

で教育行政のリーダーシップが発揮されていたのが，９５年以来のボストン学区の特徴である。

この点も含め，「政策」－「システム」－「学校」にリーダーシップが分散された教育行政

システムが，ボストン学区において強く追求されていることが認められよう。�

　以上，現在のボストン学区には，分散型リーダーシップの概念が公教育システムに深く浸

透していることが言える。ペイザント教育長就任後，学区レベルと学校レベルのアカウンタ

ビリティ保障を実現すべく，教育長と学校を直接的に結ぶ教育行政システムの再編と，ＩＬＴ

の組織化による学校改善計画（ＷＳＩＰ）の作成と実践は，教育専門職リーダーシップの分散に

よる教育と教育行政が相補的に支えあう運営体の追求なのである。�

�

�

�
４．結論―米国大都市教育改革における教師の位置�

　シカゴ学区の事例検討からは，教育専門職リーダーシップの分散が教育委員会と市長部局

の実質的統合により学区レベルでは後退しているため，教育のアカウンタビリティ保障の質

的低下が懸念される状況が明らかとなった。エルモアの分散型リーダーシップの議論に基づ

くと，教育委員会などを代表とする学区教育行政「システム」は，州や一般行政などの「政策」

レベルと現場の「学校」レベルの関係が相補的になるよう，両者を媒介する機能を担うこと

が重要とされている。この点でシカゴの現在の教育行政システムは，「システム」レベルが「政

策」レベルの関与により弱体化しており，「学校」の識見が反映されない「政策」レベル中

心の外的アカウンタビリティ政策が拡大する方向性を持っている。�

　また，シカゴ学区における「システム」レベルの縮小が意味するのは，シカゴ学区の教育

改善が「政策」レベルというよりもむしろ各「学校」レベルの独自の努力に強く委ねられて

いることである。「政策」レベルからの外的アカウンタビリティ政策が「学校」レベルのニ

ーズとは必ずしも結びつかない構造の中で，各「学校」は校長とＬＳＣ，そしてＰＰＬＣの協働

的かつ民主的な学校自治の体制により，学校改善計画（ＳＩＰＡＡＡ）の作成と実行を通した自

律的な学校改善を追求している。そして，「学校」レベルにおける教師のリーダーシップが

教育改善の実現に向けて重大な鍵を握っており，特に学校改善計画（ＳＩＰＡＡＡ）の実行性を

高める上で，その作成過程における教師の積極的な位置づけがＰＰＬＣへの法改正が物語るよう

に整備されてきている。であるからこそ，各学校における内的アカウンタビリティの追求を

支える「政策」レベルからの外的アカウンタビリティのあり方が今後は問われていくだろう。

シカゴ学区が再考すべきは，「学校」レベルの自律的改善の努力を支えるために，教師ない

し教育専門職リーダーシップの分散による学区教委（「システム」レベル）の機能強化の方

途である。�

　一方，ボストン学区は分散型リーダーシップの概念に基づく「政策」－「システム」－「学
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校」の相互依存構造が整備されており，学区レベルにおいて相補的アカウンタビリティの保

障を実現させる条件が確立している。ペイザント教育長のリーダーシップによる教育行政シ

ステムの組織改編は，教育現場のニーズや実践知と教育長の教育政策の相補的な関係を生み

出し，教育専門職リーダーシップの分散が機能的に組織されていることが見てとれる。�

　またボストン学区の「学校」レベルでは，教師の専門的知識・経験を制度的に活かす試み

としてＩＬＴが組織され，教師たちはＳＳＣを通した学校自治への参画と，学校改善計画（ＷＳＩＰ）

の開発に積極的に関与する形になっている。また学校改善計画（ＷＳＩＰ）については，学区レ

ベルにおける「６つの柱」の理念を基礎に作成されており，学区教委と各学校の教育改善の

取り組みは同じ改革理念の下で推進されている。このように，ボストン学区の教育改革は，

学校現場の教師を学校の自律的改善の担い手として，そして学区レベルの教育行政システム

の主要アクターとして位置づけることに核心があり，各学校が学区教委との相補的アカウン

タビリティを実現できるような体制が整備されているのである。今後，ボストン学区教委の

相補的アカウンタビリティ政策については，学区および学校の両レベルにおける教師の実践

に焦点を当てた学区システムの実証研究と，自律的学校経営に関わるＳＳＣや校長，学区教育

行政職員など主体も含めた教育統治の視角において検証してくことが求められよう。�

　最後に，本論文の２つの分析概念と２大学区の事例検討から得られる知見をもとに，専門

職リーダーシップの相補的関係性を基盤とする教育行政の新たなガバメント像について論じ

たい。ここで言う新たなガバメント像とは，教育実践レベルと教育政策決定レベル互いの専

門性を尊重し，相互に補完しあう教育専門職リーダーシップの組織体としての教育ガバメン

トのことである。�

　この新たな教育ガバメント像の最大の特徴は，現場の教育実践者たる教師代表の関与を教

育政策の立案過程においてシステム化させている点である。例えばボストン学区では，教育

長直属の３つ教育行政区（ｔｒｉａｄｓ）に９つある学校群（ｃｌｕｓｔｅｒｓ）の校長代表が参加し，校長

たちは副教育長と共にその教育行政区内の教育課題に取り組み，教育長のイニシアチブによ

る学区教育政策に関与する。また学校レベルでは教育リーダーシップ委員会（ＩＬＴ）との協

働により，学校改善計画や教育課程編成に向けてリーダーシップを発揮している。このシス

テムは，教育政策の意思決定場面に教育実践現場の識見を取り入れることを可能にし，教育

政策が真に実践の改善をもたらし支えうるものであるように整備されている。�

　この点において，本論文における新たなガバメント像は，新自由主義的な手法に基づく一

連の教育行政システムの再編やその施策と一線を画すと言える。近年の新自由主義的改革動

向は，首長と教育長によるリーダーシップの専有にその特徴が見られ，東京都の教育改革，

また本論文で分析したシカゴ学区の動向のように，教育行政運営の簡素化・効率化の意思に

よって支えられている。それにより，教育政策は教育現場，教育実践と乖離し，地域の特殊

性を考慮した学校の個々の取り組みが政策レベルによる一元的な方針に支配を受けやすくなる。

他にも，教員評価政策について，自己評価と管理職評価において政策レベルが定める一律の

価値項目を用いられるなどの問題が指摘される。特に同僚間の職能開発や内的評価活動を奨

励するシステムが整備されず，政策レベルから教育現場への締め付けや人事考課の指針とい

った管理的色合いばかりが強まることによって，教師の資質向上や学校の教育改善が本当に

実現されるかについては疑問視する声も多い。その点で新たな教育行政のガバメント像は，

新自由主義的教育改革における一連の政策に対して，極めて批判的な位置をしめる。�
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　またこの新たなガバメント像は，教育委員会の活性化にむけて重要な示唆を含む。特に近年，

教育委員会の硬直した行政機能に対する批判が強まり，教育委員会の活性化論と同時に，教

育委員会の廃止と一般行政部局への統合を主張する声も強まっている。実際にこのような批

判的意見が具現化された例が，シカゴ学区の９５年改正法による改革であった。シカゴ学区は

この法改正により，学区教育委員会が市長部局へ統合され，教育行政組織は徹底してスリム

化された。また，市長とＣＥＯと呼ばれる教育長が学区教育政策における主導権を握り，民衆

統制組織として本来教育行政を規制する役割を担っていた学区教育委員会は，市長任命制へ

の変更によってその機能を弱めている。�

　しかし，分散型リーダーシップ概念によって教育専門職リーダーシップの相補的関係性を

強調する新たなガバメント像は，学区教育委員会という教育行政システムの存立意義を大き

く認めるのみならず，その活性化に向けた手法を積極的に提示すると考えられる。特にこの

概念では，学区教委が教育改善とアカウンタビリティ保障を目的に政策を定める時に，各学

校の自律的な学校改善への取り組みを支援し，また現場の課題を認識してそれを政策に具体

化させる教育行政専門職の役割が重要視されることとなる。つまり新たなガバメント像が強

調するのは，個々の学校の教育改善を束ね学区全体の教育を高める，「学校」レベルと「政策」

レベルの間における教育行政専門職リーダーシップの媒介的機能である。そして，それが「シ

ステム」として機能するべく，教育委員会の存立と活性化への手がかりをもたらすのが，本

論文で提示する新たなガバメント像なのである。�

　このように，本論文の検討より導き出された教育行政の新たなガバメント像は，分散型リ

ーダーシップ概念に基づく教育専門職リーダーシップの相補的関係の構築によって，学校お

よび学区レベルにおける教育の質的改善とアカウンタビリティ保障を希求するものであった。

本論文ではこのような教育専門職リーダーシップと教育の民衆統制との関係を論じられなか

ったが，今後はそれらを視野に含め，共同統治（ｓｈａｒｅｄ ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ）の視角を織り交ぜた

教育のガバメント像の構築が求められる。また，本論文の事例検討は制度および法的な資料

に基づく検討に留まっていた。今後は，実証的データに基づく教師のリーダーシップ「実践」

に焦点を当てた学校改善の動態分析を進めることが重要である。また，教育改革における教

師の位置づけに関わって，教員組合が学区教育委員会との労働協約によって教育行政運営に

外的に関与してきた歴史をもとに，現在の改革動向を検証していく必要があるだろう。それ

らの限界を踏まえた上で，本論文において分散型リーダーシップと相補的アカウンタビリテ

ィの概念から得られた教育専門職リーダーシップの機能的イメージを活かし，教育政府論を

発展させていくのが今後の課題である。�

�

�



１４０�

�【註】�

１．スピラーンの分散型リーダーシップ理論については，拙稿「教師の相補的『実践』に着目した学校改善理論に関する一考
察　―Ｊ・スピラーンの『分散型リーダーシップ（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ）』理論の検討―」（『日本教育経営学会紀要』
第４９号，２００７年６月掲載予定）にて，学校改善「実践」の分析におけるこの理論の有用性を検討している。�

２．ＳＩＰＡＡＡは「シッパ」と呼ばれるか，「ＳＩＰ」と省略されることが多い。便宜上日本語訳は「学校改善計画」と表記すること
とする。�

３．ボストン学区のＳＳＣは，学校改善計画（ＷＳＩＰ）の開発，学校予算案の作成と執行，そして教職員の採用と転任人事など
すべての学校管理運営事項に関する意思決定機関であり，州が規定する諮問機関としてのＳＳＣとは区別される。その
人員構成は，教育専門職たる校長・教師と，素人である親代表が同数になるよう構成され，学校規模によって教員代表と親
代表の数は異なる。高校段階ではシカゴと同様に生徒代表も１名加わり，合計１１～１５名の構成となる。�

４．“Ｓｉｘ Ｅｓｓｅｎｔｉａｌｓ”は９７年に学区教育委員会によって採択された教育改善のための理念枠組みであり，取り組みを続け
ていく中で，実践を反映し改定を繰り返している。�

５．２００１年の「フォーカス・オン・チルドレンⅡ（Ｆｏｃｕｓ ｏｎ ＣｈｉｌｄｒｅｎⅡ）」は，９６年に採用された「フォーカス・オン・チルドレン（Ｆ
ｏｃｕｓ ｏｎ Ｃｈｉｌｄｒｅｎ）」の５年間の取り組みを踏まえた次期教育改善計画である。９６年次は，学区全体の教育専門職能
の向上と学校・授業改善の基礎を築くことに主要な目的が設定され，２００１年次はそれまでの蓄積を基礎としたより高い成
果の達成に取り組むことを目指していた。�

６．ボストン・アネンバーグ財団の「Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ Ｍａｔｔｅｒｓ」が評価する，最も優れた実行力のあるＩＬＴの特徴をリストアップす
る。①２週間に１度，９０分の会議が催されている。②会議の進行・促進が校長や管理職のみならず，全体のメンバーに分
散されている。③ＩＬＴメンバーの役割が明確でシェアされている。④議題は，次回に向けて会議の終わりごとに準備される。
⑤議題は，教育的事項に焦点が当てられている。⑥教師から上げられる議題に時間が分配されている。⑦年間の学校
の活動や達成度合いについて管理するＩＬＴの責任が明確である。(ＩＬＴの意思決定は学校全体に向けた結論であり，
その実践のためにリーダーシップを握らなくてはいけないことをメンバーが理解している。) ＩＬＴの議論が学年をまたがる
議題，授業や学習の困難な問題に焦点を当てている。�

７．これに関しては，Ｊｏｈｎ Ｐｏｒｔｚ， Ｌａｎａ Ｓｔｅｉｎ ＆ Ｒｏｂｉｎ Ｒ． Ｊｏｎｅｓ， City Schools and City Politics： Institutions and 

Leadership in Pittsburgh， Boston， and St． Louis， Ｃｈａｐｔｅｒ ５ “Ｂｏｓｔｏｎ’ｓ Ｐｕｂｌｉｃ Ｓｃｈｏｏｌｓ： Ｅｍｅｒｇｉｎｇ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ 
ａｎｄ Ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ”が詳しい。�

８．９２年以降，素人代表である教育委員会メンバーも市長任命で構成されている。しかし，９１年に規定された法律（Ｆｏｕｎｄｉ
ｎｇ Ｌｅｇｉｓｌａｔｉｏｎ： Ｃｈａｐｔｅｒ １０８）では，市民からなる選考委員会（Ｎｏｍｉｎａｔｉｎｇ Ｐａｎｅｌ）の規定が盛り込まれているた
め，市長は選考委員の推薦する候補者から教育委員を任命する手順を踏まなければならない。�
��
�
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【付記】�

　本論文は，筆者の修士論文「現代米国大都市学区におけるアカウンタビリティ政策と学校改善の取り組みに
関する研究―『分散型リーダーシップ（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ ｌｅａｄｅｒｓｈｉｐ）』概念に注目して―」（平成１７年１２月提
出）の第１章と第２章を圧縮し，若干の加筆修正を加えたものである。�


